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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　剛性を有する支持板上に導体箔を貼り付け、少なくとも一方の面を覆う金属膜を備える
電気又は電子的な部品を該導体箔上に搭載する搭載工程と、
　前記部品に対して第１の絶縁基材を積層し、前記部品を前記第１の絶縁基材内に埋設す
る第１の積層工程と、
　前記第１の絶縁基材の一部を除去して前記金属膜の少なくとも一部を露出させる露出工
程と、
　該露出した金属膜を粗化処理する粗化工程と、
　前記金属膜に対して第２の絶縁基材を積層し、前記第１の絶縁基材とともに前記絶縁層
を形成して前記部品を埋設する第２の積層工程と
を備えたことを特徴とする部品内蔵基板の製造方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、部品内蔵基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　部品内蔵基板が特許文献１に記載されている。特許文献１に記載されているように、部
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品内蔵基板は導体パターンとなるべき導電層に電気又は電子的な部品を搭載し、これをプ
リプレグ等の絶縁層に積層して埋設することで形成される。内蔵される部品には抵抗器や
コンデンサ等の受動部品、トランジスタやダイオード等の能動部品等、種々の部品がある
。これら種々の部品には、搭載される際に導電層側に配された端子と、端子と反対側の面
に形成された金属膜とを有しているものがある。この金属膜は、例えば銅、銀、ニッケル
、金、チタン等で形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４８７４３０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、金属膜を有する部品を埋設すると、金属膜と絶縁層との間で剥離が生じ
てしまう。これは、金属膜の表面粗さが０．０１μｍ程度であるため、金属膜と絶縁層と
の密着強度が低いために生じてしまう。このような減少を回避するため、従来では部品積
層後に金属膜に到達するレーザビアを形成し、このビア内にめっき処理を施している。し
かしこのめっき処理により部品が固定されることになるため、部品にクラックが発生する
原因となっている。このクラックは、例えばプリプレグの膨張でビア内のめっき金属が外
方に移動してしまうことで発生する。
【０００５】
　本発明は、上記従来技術を考慮したものであり、金属膜が形成された部品を内蔵する場
合でも、部品にクラックが生じることなく金属膜と絶縁層との密着力を高めることができ
る部品内蔵基板及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するため、本発明では、絶縁樹脂材料を含む絶縁層と、該絶縁層に埋設
された電気又は電子的な部品と、該部品の少なくとも一方の面を覆う金属膜と、該金属膜
の表面のうち少なくとも一部が粗化処理されて形成された粗化部とを備えたことを特徴と
する部品内蔵基板を提供する。
【０００７】
　好ましくは、前記絶縁層の少なくとも一方の面である底面にパターン形成された導電層
と、該導電層と前記部品の一方の面である搭載面とを接合し、且つ前記絶縁層とは異なる
材料からなる接合剤とをさらに備え、前記金属膜は前記搭載面の反対側の面にのみ形成さ
れ、前記接合剤の厚みは、前記金属膜から前記絶縁層の他方の面である頂面までの厚みよ
りも小さい。
【０００８】
　好ましくは、前記金属膜の表面全部に前記粗化部が形成されている。
【０００９】
　好ましくは、前記部品とともに前記絶縁層に埋設される他の部品とをさらに備え、該他
の部品の前記頂面側の面は非金属材料で形成されている。
【００１０】
　また、本発明では、剛性を有する支持板上に導体箔を貼り付け、該導体箔上に電気又は
電子的な部品を搭載する搭載工程と、前記部品を前記絶縁層内に埋設する積層工程とを備
え、前記積層工程の前に、前記金属膜を粗化処理する粗化工程を行うことを特徴とする部
品内蔵基板の製造方法を提供する。
【００１１】
　さらに、本発明では、剛性を有する支持板上に導体箔を貼り付け、少なくとも一方の面
を覆う金属膜を備える電気又は電子的な部品を該導体箔上に搭載する搭載工程と、前記部
品に対して第１の絶縁基材を積層し、前記部品を前記第１の絶縁基材内に埋設する第１の
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積層工程と、前記第１の絶縁基材の一部を除去して前記金属膜の少なくとも一部を露出さ
せる露出工程と、該露出した金属膜を粗化処理する粗化工程と、前記金属膜に対して第２
の絶縁基材を積層し、前記第１の絶縁基材とともに前記絶縁層を形成して前記部品を埋設
する第２の積層工程とを備えたことを特徴とする部品内蔵基板の製造方法を提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、金属膜の少なくとも一部に粗化部が設けられるため、粗化部を介して
部品と絶縁層との密着力が高まり部品と絶縁層とが剥がれることを防止できる。さらに、
樹脂と金属との固定になるため、部品にクラックが生じることはない。
【００１３】
　また、部品の搭載面が接着剤や半田ペースト等の接合剤で導電層に搭載されていて、こ
の接合剤の厚みが金属膜から頂面までの厚みよりも小さい場合には、接合剤側にはクラッ
クが生じる可能性が低いため粗化部を設ける必要がない。このため、最低限の粗化処理を
行うだけで信頼性の高い部品内蔵基板を得ることができる。
【００１４】
　また、金属膜の表面全部に粗化部が形成されていれば、部品と絶縁層との密着力を飛躍
的に高めることができる。
【００１５】
　また、第１の絶縁基材で一旦部品を埋設し、この第１の絶縁基材の一部を除去して金属
膜の一部を露出させることで、選択的に金属膜に粗化部を形成することができ、部品形状
にとらわれずに部品と絶縁層との密着力を高めることができる。特に、隣接して非金属材
料を頂面側に有する他の部品とともに埋設する場合には、この他の部品を第１の絶縁基材
で埋設するので、粗化処理したい箇所のみを露出させて粗化処理を行うことができるので
、他の部品及び半田ペーストに対して粗化処理によるダメージを与えることなく、また作
業性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る部品内蔵基板の製造方法を順番に説明する概略図である。
【図２】本発明に係る部品内蔵基板の製造方法を順番に説明する概略図である。
【図３】本発明に係る部品内蔵基板の製造方法を順番に説明する概略図である。
【図４】本発明に係る部品内蔵基板の製造方法を順番に説明する概略図である。
【図５】本発明に係る部品内蔵基板を示す概略図である。
【図６】本発明に係る別の部品内蔵基板の製造方法を順番に説明する概略図である。
【図７】本発明に係る別の部品内蔵基板の製造方法を順番に説明する概略図である。
【図８】本発明に係る別の部品内蔵基板の製造方法を順番に説明する概略図である。
【図９】本発明に係る別の部品内蔵基板を示す概略図である。
【図１０】本発明に係るさらに別の部品内蔵基板の製造方法を順番に説明する概略図であ
る。
【図１１】本発明に係るさらに別の部品内蔵基板の製造方法を順番に説明する概略図であ
る。
【図１２】本発明に係るさらに別の部品内蔵基板の製造方法を順番に説明する概略図であ
る。
【図１３】本発明に係る別の部品内蔵基板を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　まずは本発明に係る部品内蔵基板の製造方法について説明する。
　図１及び図２に示すように、搭載工程を行う。まずは図１に示すように、剛性を有する
支持板１上に導体箔２を貼付ける。導体箔２は将来導電層となるべきものである。支持板
１はプロセス条件にて必要とされる程度の剛性を有するものを用いる。例えば、剛性のあ
るＳＵＳ（ステンレス）板又はアルミ板等で形成される。導体箔２は、支持板１がＳＵＳ
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板であれば銅めっきを析出させて形成でき、アルミ板であれば銅箔を貼り付けて形成でき
る。そして図２に示すように、導体箔２上に絶縁材料からなる接着剤３を例えばディスペ
ンサーや印刷等で塗布する。この接着剤３上に電気又は電子的な部品４を搭載する。なお
、部品４の搭載は半田ペーストを用いて導体箔２上に行ってもよい。
【００１８】
　部品４は将来基板の一方の面である底面７（図５参照）にパターン形成される導電層６
（図５参照）と電気的に接続される端子５を有している。この例では、端子５は部品４の
一方の面である搭載面８側に露出している。部品４の搭載面８と反対側の面は金属膜９で
覆われている。この金属膜は、たとえば銅で形成されている。
【００１９】
　次に、図３に示すように、粗化工程を行う。粗化工程は、金属膜９を粗化処理する工程
である。この粗化処理は、例えばケミカルエッチングによるエッチング粗化で行われる。
この粗化処理にて、表面粗さが０．０１μｍであった金属膜９は、その表面粗さが０．３
～５μｍ程度になる。粗化処理にて金属膜９の表面には粗化部１０が形成される。図３で
は、金属膜の表面全部に粗化部１０が形成された例を示している。
【００２０】
　次に、図４に示すように、積層工程を行う。積層工程は、部品４を絶縁層１２内に埋設
する工程である。具体的には、接着剤３の材料とは異なる絶縁樹脂材料を含む絶縁基材を
部品４に積層し、押圧して加熱することで絶縁層１２を形成する。絶縁基材としては部品
４の部分がくり抜かれている孔あきのものや、コア材（アンクラッド材）と称されるもの
を複数用意し、これらを重ねて絶縁層１２を形成してもよい。絶縁基材としては主として
プリプレグが用いられる。コア材としては例えば多層プリント配線板の内部に芯として入
れられる金属板、又はパターンを形成した積層板が用いられる。積層されて形成された絶
縁層１２のうち、部品４が搭載された面は上述した底面４となり、その反対側の面は頂面
１１となる。なお、積層時に頂面１１側に別の導体箔１３も積層される。
【００２１】
　次に、図５に示すように、導電層形成工程を行う。この工程では、まず支持板１が除去
される。次にレーザ等を用いて接着剤３を貫通して端子５まで到達するビアを形成し、こ
こにめっき処理を施してフィルドビア１４を形成する。その後、エッチング等により回路
パターンとなる導電層６を形成する。なお、ビアはレーザの他、ＵＶ－ＹＡＧやエキシマ
等の高周波レーザを用いて形成してもよい。
【００２２】
　このようにして形成された部品内蔵基板１５は、金属膜９の表面に粗化部１０が設けら
れるため、粗化部１０を介して部品４と絶縁層１２との密着力が高まり部品４と絶縁層１
２とが剥がれることを防止できる。さらに、樹脂たる絶縁層１２と金属たる金属膜９とが
直接密着した固定になるため、部品４にクラックが生じることはない。また、接着剤３の
厚みが金属膜９から頂面１１までの絶縁層１２の厚みより小さい場合には、金属膜９は部
品４の搭載面８の反対側の面にのみ設ければよい。この場合、接着剤３側にはクラックが
生じる可能性が低いため粗化部１０を設ける必要がないからである。このため、最低限の
粗化処理を行うだけで信頼性の高い部品内蔵基板１５を得ることができる。図５の例では
金属膜９の全面に粗化部１０を設けたので、部品４と絶縁層１２との密着力を飛躍的に高
めることができている。
【００２３】
　金属膜９の一部にのみ粗化部１０を設けたい場合には、以下のようにして製造する。搭
載工程までは上述した例と同様であり、その後粗化工程を行わずに第１の積層工程を行う
（図６の状態）。第１の積層工程では、第１の絶縁基材１６が部品４に対して積層され、
部品４は第１の絶縁基材１６内に埋設される。そして図７に示すように露出工程及び粗化
工程を行う。露出工程では、第１の絶縁基材１６の一部がレーザ等で除去され、金属膜９
の一部が露出される。この露出部分に粗化処理が施され、粗化部１０が形成される。
【００２４】
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　そして、図８に示すように、第２の積層工程が行われる。この第２の積層工程では、粗
化部１０が設けられた金属膜１０に対してさらに第２の絶縁基材１７が積層される。第１
及び第２の絶縁基材１６、１７で絶縁層１２が形成され、部品４は絶縁層１２内に埋設さ
れる。そして上述した導電層形成工程を行い、金属膜９の一部が粗化処理された部品内蔵
基板１８が製造される。このように部品４の形状や、あるいはレイアウト状の都合により
粗化部１０を金属膜９の全面に形成することへの制約がある場合には、選択的に粗化部１
０を形成することもできる。なお、第１及び第２の絶縁基材１６、１７は同一の材料を用
いてもよいし、異なる材料を用いてもよい。また、第２の絶縁基材１７を積層した後、さ
らに他の絶縁基材を積層して多層構造の絶縁層１２を形成してもよい。また、上記では金
属膜９の一部に粗化部１０を設けた例を示したが全面に設けることも可能である。
【００２５】
　他の部品１９もともに絶縁層１２内に埋設する場合には、以下のようにして製造する。
第１の積層工程までは上述した図９の部品内蔵基板１８の製造プロセスと同様である。こ
のとき、部品４に隣接して他の部品１９も搭載されて埋設される。図１０の例では、他の
部品１９はその端子２０と導体箔２とは半田ペースト２１で接合されている。この他の部
品１９の頂面１１側の面は、非金属材料で形成されている。
【００２６】
　そして、露出工程及び粗化工程を行う（図１１の状態）。まずはレーザ等で孔あけ加工
し、金属膜９を露出させる。図１１の例では、金属膜９の全面を露出しているが、図７の
ように一部でもよい。そして上述した例と同様に粗化処理を施し、粗化部１０を形成する
。そして上述した図８の例と同様に、第２の積層工程を行い（図１２の状態）、導電層形
成工程を行って図１３のような部品内蔵基板２２を製造する。このようにして製造された
部品内蔵基板２２は、表面に非金属材料が用いられた他の部品１９も内蔵されているが、
この他の部品１９に粗化処理時の影響を与えることなく、所望の金属膜９にのみ粗化処理
を行うことができる。すなわち、他の部品１９は第１の絶縁基材１６で覆われているので
、粗化処理時のエッチング溶液が他の部品１９に悪影響を与えることはない。このため、
粗化処理したい箇所のみを露出させて粗化処理を行うことができるので、作業性が向上す
る。
【符号の説明】
【００２７】
１：支持板、２：導体箔、３：接着剤（接合剤）、４：電気又は電子的な部品、５：端子
、６：導電層、７：底面、８：搭載面、９：金属膜、１０：粗化部、１１：頂面、１２：
絶縁層、１３：導体箔、１４：フィルドビア、１５：部品内蔵基板、１６：第１の絶縁基
材、１７：第２の絶縁基材、１８：部品内蔵基板、１９：他の部品、２０：端子、２１：
半田ペースト、２２：部品内蔵基板
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